
（単位：円）

事業開始 事業完了

1

電力・ガス・食料品
等価格高騰重点支援
給付金支給事業【低
所得者世帯給付金】

福祉課

コロナ禍において物価高騰の負担感が大きい低
所得世帯への負担軽減を図るため、1世帯あたり3
万円の給付金を支給した。

171,240,000 R5.5.31 R6.3.18

住民税非課税世帯を対象に3万円の給付金を支
給した。対象世帯には市から案内書類を送付し
た。物価高騰の影響を受けた方に必要な支援を
実施することができた。

・支給実績：5,708世帯
・対象世帯：6,052世帯
・支給率：94.32％

2

電力・ガス・食料品
等価格高騰重点支援
給付金支給事業（事
務費）

福祉課

コロナ禍において物価高騰の負担感が大きい低
所得世帯への負担軽減を図るため、1世帯あたり3
万円の給付金を支給した。

5,514,926 R5.5.31 R6.2.7

迅速な支給を実施するため、システム改修を行
い、公金受取口座等の登録がある対象者には先
行決定通知を送付した。辞退や口座変更の届出
に一定期間を設けた後に振り込みを行うことで、
事務の効率化や受給者の利便性向上を図ること
ができた。

8
畜産飼料価格高騰対
策事業

農政課

コロナ禍において物価高騰等の影響を受けた畜
産農家のうち営農継続していく農家に対し、飼料
購入に係る補助を行い、農業事業者の負担軽減
及び経営安定を図った。

9,650,100 R5.6.29 R6.3.29

畜産農家18軒に対し、購入した飼料の数量1トン
につき1,000円を乗じた額を補助したことで、農業
経営の圧迫を緩和させることができた。

9
藤岡市商品券発行事
業

商工観光課
（商業観光課）

コロナ禍において物価高騰等の影響を受けた生
活者に対し、消費下支えなどを通じた生活支援を
目的として、1世帯あたり5千円の藤岡市商品券を
発行することで、家計の負担軽減を図った。

152,244,580 R5.6.20 R6.3.6

商品券を発行し、市民の生活支援を行ったほか、
消費の底上げによる地域経済の活性化を図ること
ができた。

・使用期間：令和5年8月4日～令和6年1月31日
・発行枚数：280,000枚（500円券10枚を1冊）、
　1世帯あたり1冊
・発行総額：140,000,000円
・取扱店舗数：360店舗
　（藤岡地区310店舗、鬼石地区50店舗）
・商品券使用実績：131,424,000円（262,848枚）

10
観光地等PR動画作
成事業

商工観光課
（商業観光課）

ウィズコロナ下での社会経済活動の再開等に向
け、藤岡市の魅力をテレビを用いて発信し、市内
外の住民に幅広く周知することで、市内観光業の
活性化を図った。 880,000 R5.6.30 R6.3.11

テレビの報道番組内で市内観光施設や商店街を
紹介する内容を4回放送し、市内への誘客を促進
した。
令和5年度の観光入込客数は2,995,170人となり、
令和4年度（2,838,115人）比105.5％となった。
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11 観光地等宣伝事業
商工観光課
（商業観光課）

ウィズコロナ下での社会経済活動の再開等に向
け、旅行先を検討する際に多く利用される検索サ
イト上に本市観光資源等の広告を表示し、市内外
へ広く周知することで、市内観光業の活性化を
図った。

792,000 R5.10.14 R6.2.2

インターネット上の検索サイトへ「桜山の冬桜」及
び「ららん藤岡イルミネーション」を内容としたディ
スプレイ広告を掲載し、広告掲載期間中に市の
ホームページへ誘導することができた。
令和5年度の観光入込客数は2,995,170人となり、
令和4年度（2,838,115人）比105.5％となった。

・掲載期間：令和5年10月14日～令和6年1月27日
・市ホームページへの誘導回数：49,748回

12
燃油高騰対策事業
（重点交付金分）

農政課

コロナ禍において燃油価格高騰の影響を受けた
施設園芸農家のうち営農継続している農家に対
し、燃油購入に係る補助を行い、農業事業者の負
担軽減及び経営安定を図った。 4,927,600 R5.9.29 R6.3.29

施設園芸農家96軒に対し、購入したA重油等の数
量1リットルにつき10円を乗じた額を補助したこと
で、農業経営の圧迫を緩和させることができた。

※No.13以外分

13
燃油高騰対策事業
（通常分）

農政課

コロナ禍において燃油価格高騰の影響を受けた
施設園芸農家のうち営農継続している農家に対
し、燃油購入に係る補助を行い、農業事業者の負
担軽減及び経営安定を図った。 869,000 R5.9.29 R6.3.29

施設園芸農家96軒に対し、購入したA重油等の数
量1リットルにつき10円を乗じた額を補助したこと
で、農業経営の圧迫を緩和させることができた。

※No.12以外分

14
市内小中学校光熱費
高騰対策事業

教育総務課

コロナ禍において物価高騰等の影響を受けた市
内公立小中学校に対し、安定的な運営の確保を
図るため光熱費高騰への対策を行った。

13,055,720 R5.4.1 R6.2.29

市内小中学校に係る電気料金について、高騰額
のうち一定額を支援したことで、安定的な運営を
確保することができた。

・高騰額：16,059,998円（対令和3年度比）

15 ※欠番

※事業ナンバーについては、国へ提出している実施計画に基づいて付番しています。

※担当課名は事業実施時点の表記となっておりますが、（）内に本表掲載時点での担当課名を記載しています。

※事業№15については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業として実施していないため公表対象外となっております。


